
資源物の持ち去り行為禁止

Taking away recyclable resources is prohibited by ordinance. 

Violators may be subject to a fine of up to 50,000 yen.

根据法令，禁止带走可回收资源，违者可能被处以最高
5
万日元的罚款。
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資源物を持ち去る行為は、条例で禁止されています。
違反した場合、5万円以下の過料が科されることがあります。

この資源物は宇美町に出したものです

持ち去り行為は警察に通報します


